
 

議案第７０号 

 

交野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に  

関する基準を定める条例等の一部を改正する条例について  

 

 交野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  条例案……別記 

 

   令和元年１０月９日提出 

 

 

交野市長 黒 田  実 

 

 

提案理由 子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、所要の改正を行いたいため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

交野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例等の一部を改正する条例案  

交野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例等の一部を改正する条例  

 

 （交野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

の一部改正）  

第１条 交野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年条例第２３号）の一部を次のように改正する。  

第２条第９号中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第１０号中「支

給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第１１号中「支給認定子

ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第１３号中「支給認定」を「教育・

保育給付認定」に改め、同条第１７号中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保

護者」に改める。  

第５条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。  

第６条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第

２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第３項中「支

給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定」を「教育・保育給付

認定」に改め、同条第４項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改

め、同条第５項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。  

第７条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。  

第８条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定の有無」

を「教育・保育給付認定の有無」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ど

も」に、「支給認定の有効期間」を「教育・保育給付認定の有効期間」に改める。  

第９条の見出し及び同条第１項中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同

条第２項中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に、「支給認定保護者」を「教育・

保育給付認定保護者」に改める。  

第１０条及び第１１条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め

る。  



 

第１３条、第１４条及び第１６条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認

定保護者」に改める。  

第１７条及び第１８条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め

る。  

第１９条の見出し中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同

条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。  

第２０条第５号中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。  

第２１条第１項及び第２項ただし書、第２４条（見出しを含む。）並びに第２５条か

ら第２７条までの規定中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。  

第２８条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。  

第３０条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認

定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第３項及び第４項中「支給認

定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。  

第３２条第２項及び第４項、第３４条第２項、第３５条並びに第３６条中「支給認定

子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。  

第３９条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条

第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定」を「教

育・保育給付認定」に改め、同条第３項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定

保護者」に改め、同条第４項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に

改める。  

第４０条第２項及び第４１条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」

に改める。  

第４２条第１項第１号中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、

同項第３号中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定保護

者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第４項中「支給認定子ども」を「教

育・保育給付認定子ども」に改める。  

第４３条及び第４６条第５号中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に改める。  

第４７条第１項及び第２項ただし書、第４９条第２項、第５１条第１項及び第２項並



 

びに第５２条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」

に改める。  

附則第３条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」

に改める。  

 （交野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の一

部改正）  

第２条 交野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

（平成２６年条例第３２号）の一部を次のように改正する。  

第３条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定」

を「教育・保育給付認定」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に

改める。  

第４条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定

保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第２項中「支給認定子ども」を

「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に改める。  

第５条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。  

（交野市立幼保連携型認定こども園条例の一部改正）  

第３条 交野市立幼保連携型認定こども園条例（平成２８年条例第３２号）の一部を次の

ように改正する。  

第３条第１号中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第

２号中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改める。  

   附 則  

 この条例は、公布の日から施行し、令和元年１０月１日から適用する。  


